
相模原市ＳＤＧｓ連携推進事業補助金交付要綱 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、さがみはらＳＤＧｓパートナー（以下「パートナー」という。）

が中心となり、他のパートナー又は事業者・団体等との連携により、ＳＤＧｓの達成

や地域課題の解決に向けて先進的に取り組む事業に必要な経費を補助することにより、

新たな連携の創出や本市におけるＳＤＧｓの取組を推進することを目的に補助金を交

付することについて、相模原市補助金等に係る予算の執行に関する規則(昭和４５年

相模原市規則第２３号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（補助対象事業） 

第２条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助金交付年

度の２月末日までに完了するもので、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。 

（１）パートナーが中心となり、他のパートナー又は事業者・団体等と連携して実施す

る事業 

（２）ＳＤＧｓの達成に資することが明確な事業 

（３）補助対象者が新規に実施する事業又は既存事業に新たな視点や工夫を加えた事業 

（４）市内で実施される事業 

（５）交付決定日以前に着手していない事業 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象外とする。 

（１）政治活動、宗教活動を目的とした事業 

（２）法令及び公序良俗に反する事業 

（３）本市若しくは本市以外から補助等を受けている又は補助等を受ける予定のある事

業 

 (補助対象者) 

第３条 補助金の交付対象となる者は、申請日時点においてパートナーである又はパー

トナー登録申請中で登録の見込みがある企業、ＮＰＯ、団体、教育機関等とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、補助金を交付しない。 

（１）相模原市暴力団排除条例(平成２３年相模原市条例第３１号)第２条第２号に規定

する暴力団 

（２）法人のうち、代表者又は役員のうちに相模原市暴力団排除条例第２条第３号に規



定する暴力団員に該当する者がいる者 

 (補助対象経費) 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、第２条に掲げる

補助対象事業を実施するに当たり、真に必要な経費のうち、別表に掲げる内容で市が

認めるものとする。 

(補助率及び補助金の額) 

第５条 補助金の補助率は、補助対象経費の１０／１０とし、予算の範囲内で交付する

ものとする。 

２ 補助金の限度額は１事業当たり５０万円とする。 

３ 補助金の額の算定において、１,０００円未満の端数については、これを切り捨て

るものとする。 

 (交付の申請) 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、相模原市 

ＳＤＧｓ連携推進事業補助金交付申請書に必要な添付書類を添えて市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 申請者が一会計年度に申請できる数は１事業までとする。 

３ 規則第４条第２項の規定により同条第１項第３号及び第４号に掲げる書類は、その

添付を省略させるものとする。 

４ 市長は、規則第５条第１項の規定による審査等の結果、補助金等の不交付を決定し

たときは、補助金等不交付決定通知書により補助金等の交付の申請をした者に通知す

るものとする。 

 (交付決定) 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、別に定める相模原市ＳＤＧｓ

連携推進事業補助金審査委員会において補助対象事業を審査し、補助金を交付すべき

と認めたときは、補助金交付決定通知書（第２号様式）により申請者に通知をするも

のとする。 

２ 市長は、審査に際し必要があると認めるときは、前条の書類について申請者に説明

及び資料の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。 

 (申請の取下げ) 

第８条 規則第７条第１項の市長の定める期日は、交付決定通知書を受理した日から 

１０日を経過した日までとする。 



 (補助金の交付申請の変更又は中止) 

第９条 規則第１０条第３項の規定による交付の決定の内容の変更は、補助対象経費の

額の増額については行わないものとする。 

 (実績報告) 

第１０条 規則第１４条第１項の規定による実績報告は、補助金交付年度の３月末日ま

でに行わなければならない。 

２ 規則第１４条第１項第３号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。 

（１）領収証又は支払いを証する証拠書類の写し 

（２）補助事業等を実施したことを証する資料 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

 (補助金の交付の方法) 

第１１条 補助金の交付は、補助事業者が指定する金融機関の預貯金口座に口座振替の

方法により行う。 

 (様式) 

第１２条 この補助金の申請等に係る書類の様式は次のとおりとする。 

相模原市ＳＤＧｓ連携推進事業補助金交付申請書 第１号様式 

事業計画書 第１号様式の１ 

収支予算書 第１号様式の２ 

相模原市ＳＤＧｓ連携推進事業補助金交付決定通知書 第２号様式 

相模原市ＳＤＧｓ連携推進事業補助金不交付決定通知書 第３号様式 

相模原市ＳＤＧｓ連携推進事業計画変更(中止・廃止)申請書 第４号様式 

相模原市ＳＤＧｓ連携推進事業補助金交付決定取消（変更）通知書 第５号様式 

相模原市ＳＤＧｓ連携推進事業実績報告書 第６号様式 

実施報告書 第６号様式の１ 

収支決算書 第６号様式の２ 

相模原市ＳＤＧｓ連携推進事業補助金の額確定通知書 第７号様式 

相模原市ＳＤＧｓ連携推進事業補助金交付請求書 第８号様式 

 (委任) 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が

別に定める。 

  



 附 則 

この要綱は、令和５年８月２９日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和６年５月８日から施行する。 

 

別表(第４条関係) 

区  分 内  容 

謝金 外部講師、ボランティア等に対する謝金 

使用料 施設や設備等の使用料 等 

印刷製本費 チラシ・ポスター等の作成費 等 

消耗品費 消耗品費  

通信費 切手、はがき代、その他郵送費 等 

旅費交通費 旅費、駐車場利用料 等 

委託費 補助事業の一部について外部に委託をするための経費 

その他経費 上記の他、市長が特に必要と認める経費 

 


